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研究要旨 

平成 24 年度には薬物相談に対応するガイドライン（保健所の相談対応も含めている）を作成し

たが、平成 25 年度は、薬物依存症支援における精神保健福祉センターと保健所の連携について、

連携の基盤となる要素を検討した。長野県精神保健福祉センターでは、既に、「長野県薬物依存症

対策推進事業」と刑務所出所者への地域支援を行っており、その報告をまとめた。考察では、刑

務所出所者への地域や家族支援と、刑の一部執行猶予制度施行を見据えた地域における薬物依存

症支援、今後の薬物依存症対策において保健所が担える役割に触れた。 

 

 

研究協力者 
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Ａ．研究目的 

  

 平成 22 年度の分担研究で全国の精神保

健福祉センターの薬物依存症対策の実際を

調査し、今後の薬物依存症対策や治療回復

プログラムの策定の基礎資料を得た。今後、

ますます、センターへの薬物依存症対策へ

の要請は高まると予測され、平成 24 年度に

は薬物相談に対応するガイドライン（保健

所の相談対応も含めている）を作成してい

る。新しいテーマである、薬物依存症支援

における精神保健福祉センターと保健所の

連携について、平成 25 年度は連携の基とな

る要素を検討していきたい。  

 

Ｂ 研究方法 

 

長野県精神保健福祉センター（以下、当

センター）では、既に、「長野県薬物依存症

対策推進事業」と刑務所出所者への地域支

援を行っており、刑の一部執行猶予制度施

行を見据えた地域における薬物依存症支援

を整理したい。また、地域保健総合推進事

業「地域精神保健における精神保健福祉セ

ンターの役割とこれからのあり方に関する

研究」の中で、全国精神保健福祉センター

を対象に平成 22 年度の分担研究と同様な

全国の精神保健福祉センターの薬物依存症

対策の実際を調査したので、それを引用す

る。以上を、薬物依存症支援における精神

保健福祉センターと保健所の連携の基礎デ

ータとしたい。  

（倫理面への配慮） 

 本研究に際しては、個人情報には抵触し



ないため、問題は生じないと考えられる。 

 本研究は、厚生労働科学研究の主任研究

者が属する北里大学医学部倫理委員会にお

いて承認されている。 

 

Ｃ．結果 

 

 長野県では、平成 21 年度から 23 年度に

わたり、厚生労働省の地域依存症対策推進

モデル事業の一環として「長野県薬物依存

症対策推進事業」に取組んだ。その事業を

きっかけに司法と医療と地域が連携しなが

ら薬物依存症の支援に取組みがすすんでき

たため、モデル事業の経過とその後の薬物

依存症に関する取組みを報告する。また、

刑の一部執行猶予制度が施行されることを

見据えて、刑務所出所者に対して地域で実

施できる支援について報告したい。 

Ⅰ．長野県薬物依存症対策推進事業の取組

み（平成 21～23 年度） 

（１）薬物依存症の実態把握から普及啓発  

薬物依存症に関する相談・診療状況を把

握するため実態調査を実施した。薬物依存

症の診療をしている医療機関の把握と、相

談機関では関わるケース数が少ない中で支

援者が不安を抱えながら手探りで支援をし

ている状況がわかった。また、薬物依存症

治療の専門的な医療機関や自助グループ等

のリスト、違法薬物使用者の対応について

のガイドライン、参考になる事例集が欲し

いという要望があった。  

薬物依存症の普及啓発として、本人向け、

家族向けのリーフレットを作成し、相談機

関、医療機関、刑事・司法機関に配布をし

た。医療機関に設置されていたリーフレッ

トを見て相談につながったケースが約半年

で４件あり、こうした普及啓発の大切を改

めて感じた。  

 
  

（２）薬物依存症に関係する機関の連携 

強化とスタッフの質の向上  

薬物依存症本人と家族に対して、関係者

が連携しながら途切れない支援を行うこと

を目指し、支援者が必要とする情報を盛り

込んだ「薬物依存症支援者のための相談対

応ハンドブック」を作成した。このハンド

ブックは相談機関、刑事・司法機関、ダル

クに配布し、特に病気の理解、他機関の情

報、支援の基本の部分が活用されていた。

また、相談件数が少ない相談機関からは、

事例部分が支援のイメージがつかみやすく

参考になったという声があった。  

 
 

今まで薬物依存症対策について関係者で

情報を共有し、検討する場がなかったこと

もあり、平成 22 年度より薬物依存症支援

関係者機関連絡会を開催した。この連絡会

は、県立こころの医療センター駒ヶ根、長

野刑務所、松本少年刑務所、長野保護観察

所、地域生活定着支援センター、保健福祉

事務所、薬事管理課、主管課の健康長寿課、

精神保健福祉センターで構成され、各機関

の取組み内容の報告や情報交換、事例を通

じての意見交換などを行った。  

 薬物依存症に関わる職員の資質の向上に

目的とし研修会や事例検討会を開催した。



薬物依存症の相談対応や家族支援について

の講義、事例検討会などの内容を盛り込ん

だ研修を企画した。  

 

（３）本人と家族への個別支援  

 薬物依存症から回復段階にある本人とそ

の家族に対して個別の聞き取り調査を実施

した。調査により、依存症の回復に向けた

有効な個別支援方法や家族の回復を促す適

切な支援を検討し、モデル提示をした。  

 また、実態調査時に医療機関での実践的

な治療プログラムを求める声があった。そ

の声を受け、平成 23 年から県立こころの

医療センター駒ヶ根のアルコール依存症治

療に薬物依存症治療を加え依存症専門病棟

として薬物治療プログラム（KOMARPP）

が開始された。  

 平成 23 年度、長野保護観察所の依頼によ

り、刑務所出所者の引受人・家族の会にお

いて当センターで講義を担当した。その講

義では、薬物依存症の知識や家族の対応方

法、関係機関の紹介などを行った。 

 

Ⅱ．長野県薬物依存症対策推進事業終了後

の取組み 

（１）平成 24 年度の取組み状況 

○技術援助  

 長野保護観察所引受人会（考察で詳述） 

 長野県薬剤師会（発表論文で詳述）  

○教育研修  

 依存症関係機関研修会  

薬物依存症技術研修会の開催：マトリ

ックスモデルの紹介  

○普及啓発  

 薬物依存症回復フォーラムの開催（長

野ダルクと共催）  

 

（２）平成 25 年度の取組み状況  

○技術援助  

 長野保護観察所引受人会  

長野県薬剤師会  

○教育研修  

 依存症関係機関研修会  

講演：動機付け面接法 講師：成増厚

生病院 診療部長 後藤恵氏  

薬物依存症技術研修会（脱法ハーブ）  

講師：埼玉県立精神医療センター 副院

長 成瀬暢也氏  

○普及啓発  

  薬物依存症のフォーラム（ダルクフォ

ーラム）の開催―通算 5 度目―  

○組織育成  

 薬物依存症の家族会（信州薬物依存症

を考える家族の会（OHANA 会））の立

ち上げ  

 

Ⅲ．刑務所出所者の引受人・家族の会にお

ける家族支援  

 当センターでは、平成 23 年度より長野保

護観察所の依頼により刑務所出所者の引受

人・家族の会で講義を担当している。参加

された家族にアンケート調査を実施し、家

族のニーズを把握するとともに、この会で

伝えてきた講義内容とその目的を整理し、

家族支援について考察した。 

（１）家族に対するアンケート調査の結果 

平成 23 年度に開催された引受人・家族の

会で、事前に長野保護観察所の了解を得て、

家族にアンケート調査を実施した。アンケ

ート項目は①家族が困っていること、不安

に感じていること、②家族教室の内容とし

て希望するものについて選択肢により無記

名で回答を得た。アンケート調査の結果は

表のとおりである。10 名の家族より回答を

得た。 

①困っていること、不安に感じていること

（複数回答）  

項目  人数  

再び薬物を使用しないか心配  ８ 



本人にどのように接していいかわか

らない  

４  

本人の健康面が心配  ２  

相談相手・相談場所がわからない  ２  

借金があり、今後の生活が心配  １  

家族が辛さを話せる場所がない  ０  

困っていることや不安はない  ０  

その他  ２  

その他の内容としては、「仕事のこと」「共

依存をせざるを得ない」との自由記載があ

った。回答者が一番多かった項目は「再使

用の心配」であった。  

 

②家族教室の内容として希望するもの（複

数回答） 

項目  人数  

適切な対応方法 ７ 

薬物依存症に関する知識 ６ 

同じ立場の家族との交流 ６ 

回復した本人の体験談 ５ 

支援・相談機関などの社会資源の情報 ４ 

薬物問題に関する法律 ２ 

借金問題への対応 ２ 

その他 ０ 

 回答者が一番多かった項目は「適切な対

応方法」、その次に「薬物依存症に関する知

識」「同じ立場の家族との交流」であった。 

 

（２）講義内容の整理 

目的１：薬物依存症は病気であり、回復す

る方法があることを知ってもらう。  

・薬物依存症にどうしてなるのか  

・本人の意志の問題ではない  

・適切な関わり方や治療で回復すること

ができる  

・慢性疾患としての認識が必要である  

・再使用する可能性がありうる  

目的２：本人の回復のために家族ができる

ことを知ってもらう。  

・家族にはできること、できないことが

ある  

・本人の薬物問題を家族がコントロール

することはできない  

・本人に巻き込まれやすいので、家族は

他者に相談しながら関わっていくと良

い  

・本人とのコミュニケーションの取り方  

・本人との距離の取り方・関わり方  

目的３：依存症の相談・治療機関があるこ

とを知ってもらう。  

 ・相談機関の紹介  

 ・治療機関（一般の精神科／薬物依存症

専門）の紹介  

・民間リハビリテーション施設（ダルク）、

自助グループの紹介  

・行政機関で実施しているグループや家

族教室の紹介  

目的４：家族自身の精神健康維持の必要性

を知ってもらう。  

 ・依存症からの回復には時間がかかる  

・家族が疲弊しないよう気持ちを癒す手

段を持つ  

・まずは家族が断薬が続いている回復者

と出会い、回復のイメージを持つこと

が大切である  

 

Ⅳ．平成 24 年度の全国精神保健福祉センタ

ーの薬物関連事業実施状況調査の紹介 

地域保健総合推進事業「地域精神保健に

おける精神保健福祉センターの役割とこれ

からのあり方に関する研究」の中で、全国

精神保健福祉センターを対象に平成 21 年

度分と同様な全国の精神保健福祉センター

の薬物依存症対策の実際を調査したので、

それを引用する。 

平成 25 年 12 月 3 日から 12 月 17 日まで

に、全国 69 すべての都道府県・政令指定都

市の精神保健福祉センターに対して、精神

保健福祉センターにおける平成 24 年度の



薬物依存症関連事業について、薬物関連事

業実施状況調査をアンケート方式で行った。

（回収率は 67/69 で、97.1％であった） 

薬物依存症対策に関して、半分以上のセ

ンターが、技術支援活動、教育研修活動、

組織育成活動、普及啓発活動を実施してい

る。相談援助活動は、ほぼ、全センターが

実施しており、個別来所相談が 9 割を占め

る。また、本人のサポートグループは 1 割

強、家族のサポートグループは約半数のセ

ンターが実施していた。なお、薬物関連相

談の特定日は 3 分の 1 のセンターが決めて

いた。これらの調査結果は 3 年前の平成 21

年度の全国センターの薬物依存症対策の調

査結果とほぼ同じであった。 

現在の精神保健福祉センターにおける薬

物依存症対策の現況を調査する事ができた。

薬物依存症対策に関して、個別相談指導は、

ほぼ全ての精神保健福祉センターで実施さ

れている。家族教室は、ほぼ半数のセンタ

ーでは実施されていた。技術援助、普及啓

発などの複数の薬物依存症対策事業には、

約 6 割以上のセンターが取り組んでいるこ

とが判明したが、今後、ますます、センタ

ーへの薬物依存症対策への要請は高まると

予測される。また、精神保健福祉センター

は薬物依存症医療機関やリハビリテーショ

ン施設ではなく、あくまでセンターの特性

を生かした、他機関とのコーディネーター

機能、集団療法や自助組織との連携につい

て、主に行っていることがわかった。 

 

Ｄ．考察 

 

Ⅰ．引受人・家族の会における家族支援に

ついて  

 引受人・家族の会に参加する家族は、薬

物問題の経過や本人との関係性などの背景

はそれぞれ異なり、本人に対する思いも

様々であると思われる。しかし、アンケー

ト調査の結果から、参加している家族は何

らかの困り感や不安を抱え、本人のことを

心配していることがわかった。特に、薬物

の再使用を心配する声が多くあった。出所

となれば、再び薬物の入手が可能となる環

境へ戻ることになるため、その不安の表れ

だと考えられる。また、家族は薬物依存症

に関する知識や適切な対応方法を知ること

と同じくらい、同じ立場である家族との交

流や長く断薬が続いている当事者の話を聞

きたいという要望があることがわかった。  

家族にとっては、本人の再使用を防ぐこ

とが大きな目標となるかもしれないが、本

人がどういう状況にあるのか、問題の根本

を理解しておく必要がある。そこで、私た

ちはこの会で家族に、①薬物依存症は病気

であるという認識が必要であること、②家

族が依存症について学び、対処していくこ

とが本人と家族自身の回復につながること、

③回復には時間がかかるため、家族が信頼

できる相談相手を見つけて欲しいこと、の

3 点を伝えることが大切だと考える。  

①と②について、この会では限られた時

間の中で一般的な知識を伝えることになる

が、実際には家族や本人の状況に応じて、

継続的な個別支援が求められる。また、家

族が依存症の理解を深め、具体的にどう対

応するかを考える上で、家族教室と自助グ

ループや家族会などのグループへの参加が

有効だと思われる。そこで、同じ立場の家

族と分かち合うことで気持ちが楽になり、

回復への力とすることができる。また、長

く断薬が続いている当事者の体験談を聞く

ことで自分の家族への理解が深められ、回

復した姿が家族に回復のイメージや希望を

与えることができる。  

③については、この会で伝えるべき最も

大切なことである。信頼できる相談相手と

は、自助グループなどで出会った同じ経験

を持つ仲間でも、依存症の知識を持つ治療



者や相談員でも良いと思われる。当センタ

ーや保健所などの行政の相談機関に相談す

ることに抵抗を感じる家族もいるため、本

人に自傷他害の恐れがない限り相談機関か

ら通報することがないことを伝えることも

必要である。そして、相談を担当する職員

の顔と名前を家族に覚えてもらうことが大

切である。そうすることで、家族の安心感

につながり、相談への抵抗も少なくなると

考える。  

実際に、この会に参加していた家族から、

仮出所となる前に相談があり、保護観察所

とも連絡を取ったケースがあった。出所前

から家族の相談を受け、支援ができること

は、この会で家族と接点を持つことの大き

なメリットである。また、他の家族からも

出所後に再使用をしているがどうしたらい

いかと相談があった。困った時だけでなく、

継続的な相談ができることは理想だが、こ

うやって相談機関を覚えてもらえたことも、

講義の意義ではなかったかと考えられる。  

家族が自分たちの中だけで問題を解決し

ようとしても、かえって問題が大きく、複

雑になることが多い。依存症という病気が、

気付かない内に家族を巻き込んでしまうこ

とがある。家族は客観的に自分と本人の状

況を把握してくれる第三者と相談しながら

対応することが必要である。引受人・家族

の会は、今後どうしていけばいいか戸惑い

を感じている家族と相談機関が接点を持つ

ことができる貴重な機会である。実際、こ

の会をきっかけに個別相談をお受けした家

族の話によると、この会が相談機関との初

めての出会いになっているケースも多かっ

た。家族が問題を抱え込まず、支援が受け

られるきっかけになるよう、この機会を大

切にしたい。  

薬物依存症は家族への支援だけでは本人

の立ち直りを支援することはできない。両

者への支援が必要である。本人支援の第一

歩が刑務所内での指導であり、指導体制を

充実させることは大きな役割だと思われる。

出所者が薬物を使用せずに安定した生活を

続けられること、さらには、社会の一員と

して役割を持てることが最終的な目標だと

考える。 

 

Ⅱ．刑の一部執行猶予制度施行を見据えた

地域における薬物依存症支援  

 刑の一部執行猶予制度を導入する目的は

再犯防止である。この制度により、保護観

察下で社会に出て薬物依存症に関するプロ

グラムを受けたり、社会貢献活動などを行

なったりしながら社会復帰を目指していく。

しかし、ある時期になれば保護観察期間は

終了するため、当事者たちが断薬を続けな

がら生活していくためには、地域での継続

的な支援が必要である。そこで、この制度

の施行を見据え、刑務所を出所した薬物依

存症者に対する地域支援について考察した。 

（１）関係機関との連携  

 薬物依存症支援において、司法機関と医

療や支援機関との連携に関しては個人情報

の扱い、薬物の持つ違法性、精神病症状の

自傷他害のおそれ、など様々な課題がある。

しかし、司法機関と連携できる時とは介入

できるチャンスの時とも言える。長野県内

の保健福祉事務所や当センターで受理した

薬物依存症に関する相談件数の少なさから

もわかるように、相談機関でのケース把握

はかなり難しい状況である。その要因とし

て他の依存問題より相談者側の心理的抵抗

感が大きいことが考えられる。司法機関に

おいて、相談機関では依存症とは病いであ

ることを伝えた上で相談機関を紹介するな

どの配慮や、支援者につながるかどうかは

最終的には本人・家族の意志になるので相

談してみようとその気にさせる粘り強さが

必要である。相談機関では、司法機関から

地域へ上手につないでもらったケースに対



して、１つずつ丁寧に対応しなくてはなら

ない。  

長野県では、地域依存症対策推進モデル

事業をきっかけに平成 23 年度から薬物依

存症支援関係者機関連絡会を開催し、情報

交換等を行っている。各機関の取組み状況

を知ることによって相互理解ができ、この

連絡会が顔の見える連携の第１歩となった。

本人が服役している段階で刑務所から当セ

ンターを紹介され、家族相談を受けたケー

スもあった。本人が出所してからは本人支

援も始め、福祉や医療機関へのつなぎも行

った。このように、連絡会で顔を合わせて

いるため、各機関との連携もスムーズであ

った。  

 長野県は広大な面積を持ち 10 圏域にも

分かれているため、この連絡会のメンバー

である保健福祉事務所には上記のような個

別相談を受けながら必要な機関につなげる

ような役割を担ってもらえるよう、今後も

この連絡会を開催しながら職員の理解を深

める必要がある。  

 全国的にも、薬物依存症の専門治療医療

機関は少ないのだが、本県の県立精神科病

院である、県立こころの医療センター駒ヶ

根の新改築を機に、アルコール依存症治療

病棟に薬物依存症治療を含め、マトリック

ス モ デ ル の 薬 物 治 療 プ ロ グ ラ ム

（KOMARPP）が開始されている。  

 

（２）個別支援の充実  

 否認の病と言われる依存症の特徴として、

最初に相談機関につながるのは家族が多い

ことが知られている。また、家族支援に力

を入れると、①家族への働きかけによって

本人の治療を受ける確率が高まる、②家族

が治療に参加することによって本人の予後

が良くなる、③疲弊した家族が心身の健康

を取り戻せるとされ、家族支援の重要性は

言われている。  

家族支援において、家族自身が本人に振

り回されて疲弊してしまっていることも多

いため、まずは個別面接でゆっくり家族の

話を聴きながら、家族自身が心身の健康を

取り戻すことが必要である。家族が健康を

取り戻したら、服役中の本人は刑務所で薬

物依存症について学ぶ機会があるが、同じ

ように家族に対しても学ぶ機会が必要だと

考える。当センターでは、個別面接以外に

も家族教室の中でテキストを用いながら心

理教育を行っている。県内では依存症の家

族教室を実施している相談機関は当センタ

ーを含めても２か所のみであり、各保健福

祉事務所の個別支援を基本としながら、自

助グループや家族会への参加を促すなどの

フォローが必要になると思われる。  

 本人支援においては、状況によっては出

所前に保護観察所や支援機関でケア会議を

開催することも検討できるかもしれない。

病識、動機づけの段階、理解度、周知のサ

ポート状況など様々な本人の状況を考慮し、

入院、施設入所、在宅など療養する場も変

わってくるので、様々な支援者が連携しな

がら関わる必要がある。個別の聞き取り調

査でもわかったが、ダルクなどの支援機関

に１度でもつながった体験が、薬物依存症

としての病識を持つきっかけになっていた

り、回復へ向けて動き出した時に再度支援

機関へつながるきっかけとなることがわか

った。回復への道のりはそう簡単なことで

はないため、家族や支援者は１回の再使用

で落胆したりプレッシャーをかけ過ぎるこ

となく、長い目で本人を見守り続けること

が必要である。また、本人が１人で回復を

目指すことは難しいため、気持ちが分かち

合える仲間とともに断薬が続けられるよう、

自助グループをすすめることも必要な支援

である。  

 

（３）薬物依存症に関する普及啓発  



 刑の一部執行猶予制度の施行によって、

薬物依存症者の受け皿が地域に求められて

いる。県内には回復施設は１つしかなく、

そこに任せて負担をかける訳にもいかず、

社会的貢献活動ができる場の確保も必要に

なってくる。まだ地域にも支援者にも薬物

依存症に対する否定的なイメージや抵抗感

があり、依存症という病気の捉え方につい

て理解が進んでいない部分もあると思う。

支援者に対する普及啓発や教育研修につい

ては精神保健福祉センターの役割であるの

で、今後も引き続き実施していきたい。  

 また、モデル事業を実施していた時に医

療機関に配布した「家族・本人向けリーフ

レット」からダルクへの相談につながった

ケースがあったことから、どこへ相談した

らよいか分からない家族に対し、様々な機

会を通じて相談機関の情報を提供していく

ことが必要であると考える。  

 

Ⅲ．今後の薬物依存症対策において、保健

所が担える役割  

 一つは保健所だけで担える対策、もう一

つは精神保健福祉センターと協働して取り

組める対策の二つの考え方があると思われ

る。 

保健所は既に、通常相談機能の中での薬

物依存症対策の相談を行っている。薬事行

政でも関連があるし、措置診察でも最近は

脱法ドラッグの事例もみられる。そこでの、

相談機能を高めることは重要だと考えられ

る。 

実際は、多くの保健所ではこれまで薬物

依存症の相談件数は少なく、経験の積み重

ねができないため対応に苦慮している状況

である。一般の精神保健福祉相談ではあま

り出会わない当事者の背景、例えば犯罪歴

など社会的問題、極端な異性交遊問題があ

ったりして、対応が難しそうだと感じるこ

ともある。しかしながら、保健所の精神科

医師による精神保健福祉相談は、相談者に

とって利用しやすい初めての精神科医師へ

の相談の機会となる。このような医師への

コンサルテーションは当事者が依存症を理

解するうえで、意味があることと思われる 

精神保健福祉センターとの協働の視点で

考えると、相談援助活動は、ほぼ、全セン

ターが実施しており、個別来所相談が 9 割

を占めているため、保健所の相談について、

センターと協働することは可能である。ま

た、センターでは、本人のサポートグルー

プは 1 割強、家族のサポートグループは約

半数のセンターが実施していることも、そ

の機能を活用し、協働できるヒントになる。 

薬物依存症対策に関して、半分以上のセ

ンターが、技術支援活動、関係職員への教

育研修活動、自助組織、施設整備などへの

組織育成や活動、普及啓発活動を実施して

おり、保健所の各圏域において、センター

との共催もありうると思われる。 

今回紹介した、保護観察所の引受人・家

族の会における家族支援は協働する良い機

会である。 

現段階での厚生労働省が示している来年

度の薬物依存症対策の施策の全体イメージ

（表１、図１参照）から、精神保健福祉セ

ンターと保健所が属している自治体の部分

に、今後、検討が加えられていかなければ

ならないと思われる。 

この全体イメージの図で見るように、家

族の相談窓口が、医療機関、ダルクなどの

自助団体の他に、行政の自治体の窓口もあ

ることは、多様な支援ニーズを抱えた、患

者と家族にとっての安心感を提供し、一種

の安全弁となれる可能性があると考えられ

る。「共依存がなんとしてもやめられない」

という家族に、「突き放せ」というリハビリ

テーション施設の入所時の指導だけだと、

危うい状況も想定される。  

行政の相談窓口から自助団体への相談丸



投げという状況に嵌らないように努力する

ことは、自助団体の方式のみに限定されな

い行政の相談窓口の役割として、重要だと

思われる。従って、そのような多様な相談

ができるように行政の自治体の多様な相談

機能を高める必要があるのだと考える。  

 

Ｅ．結語 

 

 平成 24 年度には薬物相談に対応するガ

イドライン（保健所の相談対応も含めてい

る）を作成しているが、平成 25 年度は、薬

物依存症支援における精神保健福祉センタ

ーと保健所の連携について、連携の基とな

る要素を検討した。 

長野県精神保健福祉センターでは、既に、

「長野県薬物依存症対策推進事業」と刑務

所出所者への地域支援を行っており、その

報告をまとめた。 

また、地域保健総合推進事業「地域精神保

健における精神保健福祉センターの役割と

これからのあり方に関する研究」の中で、

全国精神保健福祉センターを対象に平成

22 年度の分担研究と同様な全国の精神保

健福祉センターの薬物依存症対策の実際を

調査したので、それを参照した。 

考察では、刑務所出所者への地域や家族支

援と刑の一部執行猶予制度施行を見据えた

地域における薬物依存症支援、今後の薬物

依存症対策において保健所が担える役割に

触れた。 

 

Ｆ．研究発表  
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高田弘子、日野寛明、小泉典章：長野県薬

剤師会における自殺対策及び過量服薬防止

への取組みー「かかりつけ薬局・薬剤師か

ら関係機関への紹介先リスト」の作成―．

信州公衆衛生雑誌 8(2)：印刷中，2014． 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
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